
令和６年３月29日　金曜日           
第483号1 増刊②

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

第
四
百
八
十
三
号

増

刊

②

　
　
　
　
規

則
（
第
十
五
号

－

第
二
十
六
号
）

○
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
徴
収
規
則
及
び
福
岡
県
国
民
健
康
保
険

　

財
政
安
定
化
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　

（
医
療
保
険
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
子
ど
も
へ
の
虐
待
を
防
止
し
権
利
を
擁
護
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
こ
ど
も
福
祉
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　

（
行
政
経
営
企
画
課
）
…
…
…
…
…
五

○
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の

　

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
…
五

○
福
岡
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
施

　

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
…
五

○
福
岡
県
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）
…
…
…
…
…
八

○
福
岡
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
中
小
企
業
振
興
課
）
…
…
…
…
…
八

○
福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
）
…
…
…
…
…
八

○
福
岡
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
障
が
い
福
祉
課
）
…
…
…
…
…
九

○
福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　

（
会
計
管
理
局
会
計
課
）
…
…
…
…
一
三

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
二
一

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
三
七

　

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
徴
収
規
則
及
び
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
十
五
号

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
徴
収
規
則
及
び
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安

定
化
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
徴
収
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
徴
収
規
則
（
平
成
三
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

２　

前
項
第
一
号
の
一
般
納
付
金
額
は
、
算
定
政
令
第
九
条
に
規
定
す
る
一
般
納
付
金
基
礎
額
及
び

算
定
政
令
第
十
二
条
に
規
定
す
る
市
町
村
別
納
付
金
加
算
額
の
う
ち
一
般
納
付
金
に
係
る
加
算
額

と
し
て
知
事
が
定
め
る
額
の
合
算
額
か
ら
、
算
定
政
令
第
十
三
条
に
規
定
す
る
市
町
村
別
納
付
金

減
算
額
の
う
ち
一
般
納
付
金
に
係
る
減
算
額
と
し
て
知
事
が
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

　

３　

第
一
項
第
二
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
額
は
、
算
定
政
令
第
十
条
に
規
定
す
る
後
期

高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
基
礎
額
及
び
算
定
政
令
第
十
二
条
に
規
定
す
る
市
町
村
別
納
付
金
加
算

額
の
う
ち
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
に
係
る
加
算
額
と
し
て
知
事
が
定
め
る
額
の
合
算
額
か

ら
、
算
定
政
令
第
十
三
条
に
規
定
す
る
市
町
村
別
納
付
金
減
算
額
の
う
ち
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

納
付
金
に
係
る
減
算
額
と
し
て
知
事
が
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

　

（
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
福
岡
県
規
則
第
二

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
六
条
第
二
項
中
「
一
般
被
保
険
者
（
法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
被
保
険
者
又
は
退

職
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
以
外
の
被
保
険
者
を
い
う
。
）
」
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
子
ど
も
へ
の
虐
待
を
防
止
し
権
利
を
擁
護
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

目

次
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制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
十
六
号

福
岡
県
子
ど
も
へ
の
虐
待
を
防
止
し
権
利
を
擁
護
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

　

福
岡
県
子
ど
も
へ
の
虐
待
を
防
止
し
権
利
を
擁
護
す
る
条
例
施
行
規
則
（
令
和
四
年
福
岡
県
規
則
第

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第２号(第２条関係)

子どもの安全確認チェックリスト

(ふりがな)

児童氏名

性別 生年月日 記入者

虐待種別 虐待者

実施日1 体重      kg(g) (  SD) 測定日：       着衣：

年齢 歳 ヵ月 所属 身長      cm (  SD) 測定日：

実施日2 体重       kg(g) (   SD) 測定日：        着衣：

年齢 歳 ヵ月 所属 身長       cm (   SD) 測定日：

子どもの安全確認において、虐待の状況や生活環境を評価するに当たって、本チェックリストの事項を確認すること。

注 本リストはリスク把握の目安として活用し、アセスメントにおいては下記項目以外の情報も含めて判断すること。

○ 各項目の摘要欄について、「該当」、「やや該当」、「非該当」、「不明」のいずれかに○印を記入する。(★印は重要項目)

○ 記入者の評価が保護者の発言と異なる場合は、記入者の評価とともに保護者の発言に△印を記入し、特記事項に理由を記載すること。

○ 3歳未満の児童については、リスクを高めに考える必要がある。

○ 不明項目が多い場合は評価を保留し、調査を実施。なお、調査に応じないための「不明」はハイリスクとして把握。

１

虐
待
の
状
況

項目 摘要 該当 やや該当 非該当 不明

①★虐待の継続性・頻度 虐待が継続的に発生している

②★子どもに対する虐待歴 過去に子どもへの虐待歴がある

③★子どもを未確認 子どもの目視による安全確認がなされていない

④★きょうだい児への虐待 過去にきょうだい児への虐待歴がある

特記事項

２

子
ど
も
の
状
態
・
特
性

項目 摘要 該当 やや該当 非該当 不明

① 身体の状態 介助が必要な障がい・持病がある

② 知的・発達の状態 知的・発達障がいがある

③★成長・発育 身長体重が標準から大きく外れている(必ず体重を測定し確認すること)

④ 精神的・心理的状態 無表情、凍りついた凝視、緊張が高い、虐待時の記憶がない又は曖昧

⑤ 対人関係 愛着関係の脆弱さ、反抗的態度、子どもらしさの欠如がある

⑥ 問題行動 乱暴・暴言や、自傷行為、窃盗・虚言などの問題行動がある

⑦★意思・気持ち 保護者を怖がる、家に帰りたがらない

⑧ 保護者への態度 不自然な保護者への密着、保護者と視線が合わない、保護者をかばう

⑨★性への高い関心 年齢不相応な性的関心・言動、性的逸脱行為がある

特記事項

３

主
た
る
虐
待
者

項目 摘要 該当 やや該当 非該当 不明

① 身体の状態 慢性疾患など身体的疾患がある

② 知的・発達の状態 知的・発達障がいがある

③★精神的・心理的状態 精神的な問題がある(情緒が不安定、不安が強い、自罰的など)

④ 性格的問題 社会的なトラブル、性格・認知の偏りがある、衝動的・短絡的、虚言

⑤★アルコール・薬物等 アルコール・薬物等への依存がある

⑥ 被虐待歴等 被虐待歴、施設入所歴がある

⑦ 子どもへの感情・態度 子どもへの拒否感がある、関心がない、接し方が分からない

⑧ 虐待者の背景 虐待者の生育歴において、度重なる養育者の変更があった

⑨★虐待者の様子 子どもが受けた外傷と保護者の説明につじつまが合わない

特記事項

４

養
育
状
況

項目 摘要 該当 やや該当 非該当 不明

①★虐待の自覚 虐待行為の否定、自覚・問題意識がない

② 養育意欲・能力不足 意欲・能力が低い、未熟(長時間の外出や安全面への無配慮含む)

③ 養育知識 知識の不足(若年親含む)、知識の偏りがある、理解力の不足

④ 子どもへのケア 衣食住の監護なく劣悪な状態、または必要なケアをしない

特記事項

５

同
居
者

項目 摘要 該当 やや該当 非該当 不明

①★同調的態度 虐待者に同調し、子どもを責める

② 傍観的態度 虐待者から子どもを守る行動をとらない、無干渉

③ 逃避的態度 問題と向き合わない、不在がちである

特記事項

６

家
庭
環
境

項目 摘要 該当 やや該当 非該当 不明

① 社会的サポート 社会的に孤立しており、外部からのサポートが得られない

② 子どもを守る人 日常的に子どもを危険から守る人や逃げ場がない

③ 親族関係 支援できる親族がいない

④ 夫婦関係 夫婦間に不和・DVがある、ひとり親家庭である、再婚で連れ子がいる

⑤ 経済問題 借金、生活苦、失業など経済状況が著しく不安定である

⑥ 生活環境 不自然な転居歴がある、多子世帯である、内縁者がいる等

特記事項

７

関
係
性

項目 摘要 該当 やや該当 非該当 不明

①★協力的態度 調査に拒否的・関係機関の関わりを拒否し、非協力的である

② 援助効果 調整・改善を期待できない、実効性がない

特記事項
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
十
七
号

　
　
　

福
岡
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
公
報
発
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
三
条
中
第
二
項
を
第
四
項
と
し
、
第
一
項
を
第
三
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
及
び
第
二
項
と
し
て

次
の
二
項
を
加
え
る
。

　
　

公
報
の
発
行
は
、
公
報
に
登
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的

方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て

、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し

て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め

に
応
じ
自
動
的
に
送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

を
利
用
し
て
公
衆
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

２　

事
故
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
前
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
公
報
に
登
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
に
よ

り
公
報
の
発
行
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
三
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
三
条
第
三
項
各
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
十
八
号

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
（
昭
和
三

十
二
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
基
礎
額
及
び
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
福
岡
県

規
則
第
三
十
一
号
。
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
及
び
第
十
八
条
の

九
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

第
十
一
条
中
「
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
」
を
「
福
岡
県

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
十
九
号

福
岡
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
通
勤
手
当
の
支
給
の
始
期
及
び
終
期
）

第
十
三
条
の
二　

通
勤
手
当
の
支
給
は
、
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
が
新
た
に
通
勤
手
当
の
支
給
を
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受
け
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
又

は
任
期
の
開
始
が
月
の
中
途
で
あ
る
場
合
の
当
該
任
期
の
開
始
の
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属

す
る
月
）
か
ら
開
始
し
、
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
が
通
勤
手
当
の
支
給
を
受
け
る
要
件
を
欠
く

に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
）

を
も
っ
て
終
わ
る
。
た
だ
し
、
通
勤
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
届

出
が
こ
れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
を

受
理
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）

か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

通
勤
手
当
を
受
け
て
い
る
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
そ
の
額
を
変
更
す
べ
き
事
実
が
生
じ
た

と
き
は
、
そ
の
事
実
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ

の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
そ
の
額
を
改
定
す
る
。
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
通
勤
手
当
の
額
を
増

額
し
て
改
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
「
基
準
日
」
を
「
こ
の
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て
「
基
準
日

」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
を
い
う
。
」
を
「
を
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
を
い
う

。
」
の
下
に
「
以
下
同
じ
。
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
第
三
項
中
「
を
い
う
。
」
の
下
に
「
以
下
同
じ
。
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
の
見
出
し
中
「
一
週
間
」
を
「
期
末
手
当
に
係
る
一
週
間
」
に
改
め
る
。

　

第
十
八
条
の
次
に
次
の
八
条
を
加
え
る
。

　

（
勤
勉
手
当
の
支
給
を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
）

第
十
八
条
の
二　

会
計
年
度
任
用
職
員
条
例
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
勤
勉
手
当
の
支
給

を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
同
項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
第
十
八
条
の
四
、
第
十
八
条
の
五

第
二
項
及
び
第
十
八
条
の
七
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
在
職
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員

の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
以
外
の
会
計
年
度
任
用
職
員
と
す
る
。

　

一　

休
職
者
（
公
務
傷
病
等
に
よ
る
休
職
者
を
除
く
。
）

　

二　

第
十
四
条
第
三
号
、
第
四
号
又
は
第
六
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

　

三　

育
児
休
業
職
員
の
う
ち
、
育
児
休
業
条
例
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
以
外
の
会
計
年
度

任
用
職
員

　

（
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
）

第
十
八
条
の
三　

会
計
年
度
任
用
職
員
条
例
第
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
勤
勉
手
当
の
支
給
割

合
は
、
次
条
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
期
間
に
よ
る
割
合
（
以
下
「
期
間
率
」
と
い

う
。
）
に
第
十
八
条
の
七
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
る
割
合
（
以
下
「
成

績
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
割
合
と
す
る
。

　

（
勤
勉
手
当
の
期
間
率
）

第
十
八
条
の
四　

期
間
率
は
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤

務
期
間
の
区
分
に
応
じ
て
、
別
表
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。

　

（
勤
勉
手
当
に
係
る
任
期
）

第
十
八
条
の
五　

会
計
年
度
任
用
職
員
条
例
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
任
期
に
つ
い

て
は
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
基
準
日
」
と
あ

る
の
は
、
「
基
準
日
（
第
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

２　

会
計
年
度
任
用
職
員
条
例
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
任
期
の
算
定
に
つ
い
て
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
を
除
く
。

　

一　

休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間
（
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
休
職
者
で
あ
っ
た
期
間
を
除
く
。

）

　

二　

第
十
四
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間

　

三　

育
児
休
業
職
員
（
第
十
五
条
第
二
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く

。
）
と
し
て
在
職
し
た
期
間

　

四　

会
計
年
度
任
用
職
員
条
例
第
九
条
第
四
項
第
三
号
又
は
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
給
与
又
は
報
酬

を
減
額
さ
れ
た
期
間

　

五　

福
岡
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元
年
福
岡

県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
。
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十

二
条
第
二
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
介
護
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間
か
ら
次

に
掲
げ
る
日
を
除
い
た
日
が
三
十
日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
勤
務
し
な
か
っ
た
全
期
間

　
　

イ　

会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週
休
日

　
　

ロ　

会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時

間
の
全
部
に
つ
い
て
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
さ
れ
た
日

　
　

ハ　

会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
則
第
九
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
（
会
計
年
度

任
用
職
員
勤
務
時
間
規
則
第
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
代
休
日
を
指
定
さ
れ
て
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、
当
該
休
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
を
勤
務
し
た
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て

は
、
当
該
休
日
に
代
わ
る
代
休
日
）

　
　

ニ　

会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
則
第
九
条
に
規
定
す
る
年
末
年
始
の
休
日
（
会
計
年
度
任

用
職
員
勤
務
時
間
規
則
第
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
代
休
日
を
指
定
さ
れ
て
、

当
該
休
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
を
勤
務
し
た
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は

、
当
該
休
日
に
代
わ
る
代
休
日
）

　

六　

会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
則
第
十
二
条
第
二
項
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
介
護
時
間
の
承

認
を
受
け
て
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間
が
三
十
日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
勤
務
し
な
か
っ
た
全

期
間

　

七　

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間
が
三
十
日
を
超
え
る
場
合
に

は
、
そ
の
勤
務
し
な
か
っ
た
全
期
間

　

八　

基
準
日
以
前
六
箇
月
の
全
期
間
に
わ
た
っ
て
勤
務
し
た
日
が
な
い
場
合
（
公
務
上
の
負
傷
若
し

く
は
疾
病
又
は
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
前
各
号
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
全
期
間

　

（
勤
勉
手
当
に
係
る
勤
務
期
間
）

第
十
八
条
の
六　

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
に
係
る
勤
務
期
間
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
第
一

項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
基
準
日
（

第
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
勤
務
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を

除
く
。

　

（
勤
勉
手
当
の
成
績
率
）

第
十
八
条
の
七　

成
績
率
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
基
準
日
以
前
に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結

果
に
応
じ
て
、
百
分
の
二
百
五
の
範
囲
内
で
、
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
勤
勉
手
当
に
係
る
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
）

第
十
八
条
の
八　

会
計
年
度
任
用
職
員
条
例
第
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
一

週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　

（
勤
勉
手
当
基
礎
額
）

第
十
八
条
の
九　

会
計
年
度
任
用
職
員
条
例
第
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
第
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「

基
準
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
基
準
日
（
第
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
）
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
前
項
第
一
号
」
を
「
第
一
項

第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
通
勤
手
当
に
相
当
す
る
費
用
弁
償
の
支
給
の
始
期
及
び
終
期
）

第
二
十
条
の
二　

通
勤
手
当
に
相
当
す
る
費
用
弁
償
の
支
給
の
始
期
及
び
終
期
並
び
に
支
給
額
の
改
定

に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
第
二
号
会

計
年
度
任
用
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
の
二
十
五
」
を
「
第
十
二
条
の
二
十
五
の
二
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
期
末
手
当
」
の
下
に
「
及
び
勤
勉
手
当
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
福
岡
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
の
基
準
に
関
す
る
規

則
（
令
和
元
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
」
を
「
会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
則
」
に

改
め
る
。

　

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
に
よ
る
期
末
手
当
基
礎
額
」
の
下
に
「
又
は
第
十
八
条
の
九
の
規
定
に
よ

る
勤
勉
手
当
基
礎
額
」
を
、
「
当
該
期
末
手
当
基
礎
額
」
の
下
に
「
又
は
当
該
勤
勉
手
当
基
礎
額
」
を

加
え
る
。

　

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表

（第
18

条の
４
関
係

）

勤
　

　
　

務
　

　
　

期
　

　
　

間
割

　
　

　
合

６
箇

月
100分

の
100

５
箇

月
15日

以
上

　
　

６
箇

月
未

満
100分

の
 95

５
箇

月
以

上
　

　
　

　
５

箇
月

15日
未

満
100分

の
 90

４
箇

月
15日

以
上

　
　

５
箇

月
未

満
100分

の
 80

４
箇

月
以

上
　

　
　

　
４

箇
月

15日
未

満
100分

の
 70

３
箇

月
15日

以
上

　
　

４
箇

月
未

満
100分

の
 60

３
箇

月
以

上
　

　
　

　
３

箇
月

15日
未

満
100分

の
 50

２
箇

月
15日

以
上

　
　

３
箇

月
未

満
100分

の
 40

２
箇

月
以

上
　

　
　

　
２

箇
月

15日
未

満
100分

の
 30

１
箇

月
15日

以
上

　
　

２
箇

月
未

満
100分

の
 20
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１

箇
月

以
上

　
　

　
　

１
箇

月
15日

未
満

100分
の

 15

15日
以

上
　

　
　

　
　

１
箇

月
未

満
100分

の
 10

15日
未

満
100分

の
  ５

０
　

　
　

　
 ０

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
号

　
　
　

福
岡
県
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
病
院
事
業
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条　

削
除

　

第
二
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条　

削
除

　

第
八
十
四
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
後
段
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第

一
項
後
段
」
に
改
め
る
。

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
二
の
一
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
の
規
定
中
「
〇
・
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
〇
・
六
〇
パ
ー
セ

ン
ト
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号

　
　
　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
の
一
三
の
項
中
「
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
」
を｢

困
難
な
問

題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律 

（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）｣

に
、
「
専
任
の
婦
人

相
談
員
並
び
に
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
女
性
相
談
支
援
員
及
び
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
、
「
専
任
の
母
子
自
立
支
援
員
」
を
「
母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
」
に
、
「
施
設
」
を
「
事

務
所
」
に
改
め
、
同
表
一
四
の
項
及
び
一
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
四
　

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

に
お
い
て
、
「
女
性
支
援
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
令
和
六
年
三
月
十
八
日
社
援
発
〇
三
一
八

第
六
〇
号
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
長
通
知
）
の
別
添
二
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
要

綱
」
に
規
定
す
る
相
談
を
担
当
す
る
職
員
及
び
心
理
学
的
な
援
助
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
を
担
当

す
る
職
員
、
同
法
に
規
定
す
る
女
性
相
談
支
援
員
並
び
に
当
該
施
設
の
長
が
行
う
業
務

一
五

 　

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
女
性
自
立
支
援
施
設
に
お

い
て
、
「
女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
（
令
和
五
年
厚
生
労
働
省
令

第
三
十
六
号
）
に
規
定
す
る
入
所
者
の
自
立
支
援
を
行
う
職
員
及
び
当
該
施
設
の
長
が
行
う
業
務

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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福
岡
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号

　
　
　

福
岡
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を
削
る
。

　

第
六
条
中
「
様
式
第
五
号
」
を
「
様
式
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次

の
二
条
を
加
え
る
。

第
八
条
及
び
第
九
条　

削
除

　

第
五
条
中
「
様
式
第
四
号
」
を
「
様
式
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
身
体
障
害
者
手
帳
交
付
申
請
書
）

第
五
条　

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
様
式
第
四
号
の
身
体
障
害
者
手
帳
交
付
申
請

書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
第
二
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
か
ら
様
式
第
十
号
ま
で
を
削
り
、
様
式
第
五
号
中
「
（第

６
条
関
係

）
」
を
「
（第

７

条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
六
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
７
号
か
ら
様
式
第

10号
ま
で

　

削
除

　

様
式
第
四
号
中
「
（第

５
条
関
係

）
」
を
「
（第

６
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
五
号

と
し
、
様
式
第
三
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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身体障害者手帳交付申請書

年   月   日

申請者

15歳未満の児童

福岡県知事 殿

私は、身体障害者福祉法第15条第1項の規定により身体障害者手帳の交付を受けたいので、関

係書類を添えて申請します。

備考

１ 身体障害のある15才未満の児童については、保護者が申請することになっている。この場合

には、児童の氏名、生年月日及び個人番号を記入することとし、保護者の個人番号は記入する

必要がないこと。

２ 関係書類として添付する写真の規格等は、次のとおりであること。

⑴ 縦4㎝×横3㎝、脱帽（申請者の申出により、知事が、宗教上又は医療上の理由により顔の

輪郭が分かる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。）、正面、上半身を撮影

したもの

⑵ 申請前1年以内に撮影したもの（ただし、特別の事情があるときであって、その写真に

よって本人を認識する上で支障がないときは、この限りではない。）

フ リ ガ ナ

生 年 月 日   年  月  日
氏 名

居 住 地

〒                           

個 人 番 号

本人(15歳未満の

児童)との続柄
電 話 番 号

フ リ ガ ナ

生 年 月 日 年  月  日
氏 名

居 住 地

〒                         ▢申請者に同じ

個 人 番 号

様式第４号（第５条関係）
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様
式
第
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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身体障害者手帳再交付申請書

年   月   日

申請者

15歳未満の児童

福岡県知事 殿

私は、次の理由により身体障害者手帳の再交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

理 由
１．紛失 ３．障害程度の変更 ５．再認定（   年   月）

２．破損・汚損 ４．障害の追加 ６．その他（        ）

既手帳記載内容

備考 身体障害のある15才未満の児童については、保護者が申請することになっている。この場合

には、児童の氏名、生年月日及び個人番号を記入することとし、保護者の個人番号は記入する必

要がないこと。

フ リ ガ ナ

生 年 月 日   年  月  日
氏 名

居 住 地
〒                          

個 人 番 号

本人(15歳未満の

児童)との続柄
電 話 番 号

フ リ ガ ナ

生 年 月 日   年  月  日
氏 名

居 住 地
〒                          ▢申請者に同じ

個 人 番 号

手 帳 番 号 交 付 年 月 日

等 級   種     級 再交付年月日

障 害 名

様式第１６号（第13条関係）
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
な
お
所
要
の
修
正
を
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
四
号

　
　
　

福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
九
十
七
条
第
四
項
中
「
現
金
で
」
を
「
現
金
に
よ
り
、
又
は
為
替
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

　

第
百
九
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

隔
地
払
を
す
る
と
き
は
、
当
該
支
払
を
取
り
扱
う
指
定
金
融
機
関
又
は
指
定
代
理
金
融
機
関
の
店

舗
の
う
ち
、
債
権
者
の
も
よ
り
の
店
舗
を
支
払
場
所
と
す
る
。

　

第
百
七
十
条
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

十
一　

削
除

　

第
二
百
八
十
三
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
後
段
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の

八
第
一
項
後
段
」
に
改
め
る
。

　

別
表
二
県
税
事
務
所
の
項
中
「
二
人
の
副
所
長
を
置
く
県
税
事
務
所
に
あ
つ
て
は
会
計
事
務
を
担
当

す
る
副
所
長
、
」
を
削
り
、
「
総
務
課
長
」
を
「
、
次
長
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
八
十
一
号
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和６年３月29日　金曜日 14第483号 増刊②

様式第81号その１（第97条）

送 金 依 頼 書 控

銀行      店あて   

年   月   日 支 払 場 所

No.
銀行           店

支 払 金 の 内 容

債
権
者

住所 ―

氏名
年度

あて 会計

課(財務担当所)名

             

金 額 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

銀
行
出
納
印

送 金 依 頼 書

銀行       店殿

依

頼

日

年  月  日 先
方
銀
行

科 目

No.
銀行       店

支 払 金 の 内 容

受
取
人

住所 ―

氏名 年度

様 会計

依
頼
人

課(財務担当所)名

            

金 額
十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

銀
行
出
納
印

報告

作成

記帳 受付

※      番号



令和６年３月29日　金曜日15 増刊②第483号
　

様
式
第
八
十
一
号
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和６年３月29日　金曜日 16第483号 増刊②

様式第 81 号その２（第 97 条）

(
)

送 金 通 知 書

(      銀行       店取扱)

年   月   日 支 払 場 所

No.
銀行       店

支 払 金 の 内 容 ―所住

氏名

様    

年度

会計

  右記金額をこの通知書と引き替えに上記銀行でお受け取り

ください。 金 額 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

課(財務担当所)名
職印 収入印紙   領 収 書          領収印

    年  月  日

  住所

  氏名



令和６年３月29日　金曜日17 第483号 増刊②

送金通知書

(裏)

注意事項

1 債権者は、表面領収書欄に年月日、住所及び氏名を記入し、印(法人にあつては

代表者印)を押して、表面記載の支払銀行へ差し出してください。

  債権者が官公職にある場合は官庁名、公共団体名及び職名を、法人の場合は法人

名及び代表者名の肩書を氏名に併記してください。

2 この送金通知書は、発行日から1年を経過しますと換金ができませんのでご注意

ください。

3 債権者が代理人に受け取らせるときは、下の委任状欄に記入し、押印してくださ

い。代理人は1の手続をする際に、表面領収書欄の氏名に何某代理人と肩書を併記

してください。

4 この通知書を亡失したときは、直ちに、支払銀行へ届け出てください。

      委 任 状             年  月  日

        表面金額の受取方を              に

       委任します。

         住 所               印

         氏 名

備考 1 No.欄は、送金依頼年月日ごとの一連番号を記入すること。ただし、送金支払

件数が僅少の場合は、年度を通じた一連番号を付することができる。

    2 支払場所欄は、債権者の住所に最も近い指定金融機関及び指定代理金融機関

の本・支店とすること。

    3 支払金の内容欄は、〇〇代金、〇〇工事代金等と具体的に記入すること。た

だし、記入事項が多数あるときは、別紙に複写で記載し、送金依頼書控と送金

通知書にそれぞれ添付すること。

    4 金額欄は、訂正してはならないこと。なお、控除金がある場合は、控除後の

金額を記入することとし、支払金の内容欄に当該控除金の内容についても記入

すること。

    5 送金依頼書一日分をまとめて交付するときは、送金依頼書控及び送金依頼書

の初葉の※印の個所に送金合計額をそれぞれ記入すること。



令和６年３月29日　金曜日 18第483号 増刊②
　

様
式
第
八
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和６年３月29日　金曜日19 第483号 増刊②

様
式

第
86号

(第
1
09条

)

(
表
)

送
金

通
知

書
兼

領
収

書
債
権

者
番
号

名
氏

人
取

受
)

扱
取

店
支

内
庁

県
行

銀
岡

福
(

支
払

場
所

通
知
年
月
日

年
 
 
月
 
 
日

通
知
番
号

年
度

銀
 
行
 
名

支
 
店
 
名

合
計

取
扱

所
属

所
得

税
等

控
除

額
差

引
支

払
額

支
払

内
容

合
計

収
入

印
紙

簡
易

書
留

 
 
 
 
 
領

収
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

領
収

印
住

所
氏

名

 
 

 
上

記
の

金
額

を
こ

の
通

知
書

と
引

き
換

え
に

上
記

銀
行

で
お

受
け

取
り
く
だ

さ
い
。
福

岡
県
会

計
管
理
者

割
印



令和６年３月29日　金曜日 20第483号 増刊②

(
裏
)

送
金
の
通
知
に
つ
い
て

次
面

の
送

金
通

知
書

兼
領

収
書

の
と

お
り

送
金

し
ま

し

た
の
で
、
下
記
の
注
意
事
項
に
留
意
さ
れ
て
、
受
領
し
て
く

だ
さ
い
。

注
意
事
項

1
債

権
者

は
、

次
面

領
収

欄
に

年
月

日
、

住
所

、
氏

名

を
記

入
し

、
印

(
法

人
に

あ
っ

て
は

代
表

者
印

)
を

押

し
て

、
次

面
記

載
の

支
払

銀
行

へ
差

し
出

し
て

く
だ

さ
い
。

 
 

債
権

者
が

官
公

職
に

あ
る

場
合

は
、

官
庁

名
、

公
共

団
体

名
及

び
職

名
を

、
法

人
に

あ
っ

て
は

、
法

人
名

及
び

代
表

者
の

肩
書

を
氏

名
に

併
記

し
て

く
だ

さ

い
。

2
印

紙
税

法
の

規
定

に
よ

り
印

紙
税

を
納

め
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

場
合

は
、

規
定

の
収

入
印

紙
を

は
り

付
け

消
印
し
て
く
だ
さ
い
。

3
債

権
者

が
代

理
人

に
受

け
取

ら
せ

る
と

き
は

、
下

の

委
任

状
欄

に
記

入
し

押
印

し
て

く
だ

さ
い

。
代

理
人

は
次

面
領

収
欄

に
何

某
代

理
人

と
肩

書
を

し
て

1
・

2

の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

4
こ

の
通

知
書

を
亡

失
し

た
と

き
は

、
直

ち
に

、
支

払

銀
行
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

委
任

状

年
月

日

次
面

金
額

の
受

取
を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
委

任
し

ま
す
。

住
所

印

氏
名



令和６年３月29日　金曜日21 増刊②第483号

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
修
正

を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
五
号

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

目
次
中
「
第
三
十
条
の
四
」
を
「
第
三
十
条
の
五
」
に
、
「
女
性
相
談
所
」
を
「
女
性
相
談
支
援

セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
、
「
大
阪
事
務
所
」
を
「
関

西
・
中
京
事
務
所
」
に
改
め
る
。

　
　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
情
報
政
策
課
の
項
中
「
情
報
基
盤
係　

情
報
管
理
指
導
係　

庁
内
デ

ジ
タ
ル
化
推
進
係
」
を
「
庁
内
デ
ジ
タ
ル
化
推
進
係　

情
報
基
盤
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
係　

庁
内
シ
ス

テ
ム
運
用
係
」
に
改
め
、
同
表
交
通
政
策
課
の
項
中
「
交
通
総
務
係　

交
通
企
画
係　

鉄
道
係
」
を

「
総
務
企
画
係　

旅
客
自
動
車
係
」
に
改
め
、
同
表
国
際
局
の
部
地
域
課
の
項
中
「
地
域
課
」
を
「

国
際
交
流
課
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
三
号
の
表
男
女
共
同
参
画
推
進
課
の
項
中
「
女
性
保
護
係

」
を
「
女
性
支
援
・
保
護
係
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

女
性
活
躍
推

進
課

人
材
育
成
係　

社
会
環
境
整
備
係

　
　

第
七
条
第
二
項
第
三
号
の
表
生
活
安
全
課
の
項
中
「
地
域
防
犯
推
進
係
」
を
「
地
域
安
全
推
進
係

」
に
改
め
、
同
表
私
学
振
興
・
青
少
年
育
成
局
の
部
政
策
課
の
項
中
「
政
策
課
」
を
「
青
少
年
政
策

課
」
に
改
め
、
同
表
ス
ポ
ー
ツ
局
の
部
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
の
項
中
「
地
域
ス
ポ
ー
ツ
係　

障
が
い
者

ス
ポ
ー
ツ
係
」
を
「
ス
ポ
ー
ツ
団
体
支
援
係　

地
域
ス
ポ
ー
ツ
推
進
係　

ア
ス
リ
ー
ト
支
援
係
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
第
四
号
の
表
保
健
医
療
介
護
総
務
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ
ン
ヘ
ル
ス

総
合
推
進
課

ワ
ン
ヘ
ル
ス
推
進
係　

研
究
等
拠
点
整
備
係

　
　

第
七
条
第
二
項
第
五
号
の
表
障
が
い
福
祉
課
の
項
中
「
企
画
管
理
係　

自
立
支
援
・
給
付
係
」
を

「
企
画
管
理
・
給
付
係　

自
立
支
援
係
」
に
改
め
、
同
表
保
護
・
援
護
課
の
項
中
「
調
整
係　

」
を

削
り
、
同
表
労
働
局
の
部
労
働
政
策
課
の
項
中
「
就
業
支
援
係
」
を
「
雇
用
環
境
係
」
に
改
め
、
同

部
新
雇
用
開
発
課
の
項
中
「
新
雇
用
開
発
課
」
を
「
就
業
支
援
課
」
に
、
「
企
画
開
発
係　

障
が
い

者
雇
用
係　

雇
用
均
等
・
両
立
係
」
を
「
障
が
い
者
支
援
係　

若
者
支
援
係　

女
性
・
高
齢
者
支
援

係
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
七
号
の
表
自
動
車
・
水
素
産
業
振
興
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
自

動
車
振
興
係
」
に
改
め
、
同
表
企
業
立
地
課
の
項
中
「
立
地
計
画
係
」
を
「
立
地
計
画
係　

立
地
支

援
係
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
九
号
の
表
企
画
課
の
項
中
「
企
画
課
」
を
「
県
土
整
備
企
画
課
」

に
改
め
る
。

　
　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
男
女
共
同
参
画
推
進
課
の
項
中
「
男
女
共
同
参
画
推
進
課
」
を
「
ス
ポ

ー
ツ
企
画
課
」
に
、
「
女
性
活
躍
推
進
室
」
を
「
国
際
ス
ポ
ー
ツ
大
会
推
進
室
」
に
改
め
、
同
表
保

健
医
療
介
護
総
務
課
の
項
を
削
り
、
同
表
企
画
課
の
項
中
「
企
画
課
」
を
「
県
土
整
備
企
画
課
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
ワ
ン
ヘ
ル
ス
総
合
推
進
室
の
項
を
削
る
。

　
　

第
八
条
第
十
七
項
中
「
企
画
課
」
を
「
県
土
整
備
企
画
課
」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
「
及
び
通
達
案
」
を
削
る
。

　
　

第
二
十
条
の
八
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

一　

庁
内
デ
ジ
タ
ル
化
推
進
係

　
　
　

イ　

庁
内
の
デ
ジ
タ
ル
化
推
進
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ロ　

職
員
の
情
報
技
術
研
修
そ
の
他
情
報
技
術
能
力
の
開
発
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
他
課
に

属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ハ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
企
画
・
地
域
振
興
部
情
報
政
策
課
デ
ジ
タ
ル
戦
略
推
進
室
に
係
る

も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

　
　
　

ニ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
企
画
・
地
域
振
興
部
情
報
政
策
課
デ
ジ
タ
ル
戦
略
推
進
室
に
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係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

　
　

二　

情
報
基
盤
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
係

イ　

共
用
パ
ソ
コ
ン
の
運
用
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

共
用
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
運
用
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
係
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ニ　

電
子
県
庁
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
に
関
す
る
こ

と
。

　
　

三　

庁
内
シ
ス
テ
ム
運
用
係

イ　

情
報
シ
ス
テ
ム
の
開
発
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

電
子
県
庁
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　

第
二
十
条
の
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
交
通
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

　

第
二
十
条
の
十
一　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
交
通
政
策
課
の
所
掌
事
務
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

一　

交
通
政
策
基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

二　

総
合
交
通
対
策
の
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三　

Ｍ
ａ
ａ
Ｓ
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
方
バ
ス
の
運
行
確
保
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

五　

バ
ス
及
び
タ
ク
シ
ー
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

六　

鉄
道
の
整
備
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

七　

そ
の
他
公
共
交
通
機
関
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

九　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　

２　

交
通
政
策
課
総
務
企
画
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
九
号

ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

３　

交
通
政
策
課
旅
客
自
動
車
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
と

す
る
。

　
　

第
二
十
条
の
二
十
一
及
び
第
二
十
条
の
二
十
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
地
域
課
」
を
「
国
際

交
流
課
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
六
条
第
一
号
ニ
及
び
ホ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
二
十
六
条
第
一
号
中
ヘ
を
削
り
、
ト
を
ヘ
と
し
、
チ
を
ト
と
し
、
同
条
第
二
号
中
「
女
性
保
護

係
」
を
「
女
性
支
援
・
保
護
係
」
に
改
め
、
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

　
　
　

ハ　

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
二
十
六
条
第
二
号
ニ
中
「
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
改
め
、
同
号
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
二
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
女
性
活
躍
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

　

第
二
十
七
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
女
性
活
躍
推
進
課
の
各
係
ご

と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

一　

人
材
育
成
係

　
　
　

イ　

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十

四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

社
会
環
境
整
備
係

　
　
　

イ　

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
の
両
立
を
図
る
た
め
に
必
要
な
環
境
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
二
十
八
条
第
二
号
中
「
地
域
防
犯
推
進
係
」
を
「
地
域
安
全
推
進
係
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
九
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
政
策
課
」
を
「
青
少
年
政
策
課
」
に
改
め
、
同
項

第
六
号
中
「
子
ど
も
及
び
若
者
」
を
「
青
少
年
」
に
、
「
総
合
企
画
、
調
査
」
を
「
企
画
」
に
改
め

、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
政
策
課
」
を
「
青
少
年
政
策
課
」
に
改
め
る
。

　
　

第
三
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（
私
学
振
興
・
青
少
年
育
成
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

　

第
三
十
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
私
学
振
興
・
青
少
年
育
成
局
私

学
振
興
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立

学
校
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和

二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
及
び
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭

和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金

に
関
す
る
こ
と
。

　
　

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立

学
校
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

六　

激
甚じ

ん

災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律

第
百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

七　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

八　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

九　

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
係
る
も
の
で
他
課

に
属
し
な
い
こ
と
。

十
一　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

高
校
生
等
奨
学
給
付
金
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

私
立
学
校
の
生
徒
等
に
対
す
る
就
学
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

私
立
学
校
の
運
営
の
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

十
六　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
七　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　

２　

私
学
振
興
・
青
少
年
育
成
局
私
学
振
興
課
小
中
高
等
学
校
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲

げ
る
事
務
、
同
項
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

、
同
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ

と
並
び
に
同
項
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

３　

私
学
振
興
・
青
少
年
育
成
局
私
学
振
興
課
幼
稚
園
・
専
修
各
種
学
校
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一

項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
幼
稚
園
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第

二
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
幼
稚
園
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
三
号
、
第
六
号
、
第
七
号
（

経
常
費
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
、
第
九
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
幼

稚
園
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

４　

私
学
振
興
・
青
少
年
育
成
局
私
学
振
興
課
修
学
支
援
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
八
号
、
第

十
三
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

５　

私
学
振
興
・
青
少
年
育
成
局
私
学
振
興
課
運
営
支
援
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
七
号
に
掲

げ
る
事
務
の
う
ち
経
常
費
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　
　

第
三
十
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
ス
ポ
ー
ツ
局
ス
ポ
ー
ツ
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

　

第
三
十
条
の
三　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
ス
ポ
ー
ツ
局
ス
ポ
ー
ツ
企

画
課
の
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

一　

企
画
管
理
係

イ　

ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
に
関
す
る
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

福
岡
県
ス
ポ
ー
ツ
推
進
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
ス
ポ
ー
ツ
局
ス
ポ
ー
ツ
企
画
課
国
際
ス

ポ
ー
ツ
大
会
推
進
室
及
び
人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
ス
ポ
ー
ツ
局
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
に
係
る

も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ホ　

人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
ス
ポ
ー
ツ
局
の
予
算
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ヘ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
ス
ポ
ー
ツ
局
ス
ポ
ー
ツ
企
画
課
国
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際
ス
ポ
ー
ツ
大
会
推
進
室
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

　
　

二　

ス
ポ
ー
ツ
交
流
係

イ　

ス
ポ
ー
ツ
交
流
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
（
人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
ス
ポ
ー
ツ
局
ス
ポ
ー

ツ
企
画
課
国
際
ス
ポ
ー
ツ
大
会
推
進
室
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ハ　

ス
ポ
ー
ツ
合
宿
等
の
誘
致
及
び
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

ス
ポ
ー
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
ス
ポ
ー
ツ
企
画
課
国
際
ス
ポ
ー
ツ
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

　

第
三
十
条
の
四　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
ス
ポ
ー
ツ
局
ス
ポ
ー

ツ
企
画
課
国
際
ス
ポ
ー
ツ
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

一　

国
際
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
誘
致
及
び
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
二
章
第
一
節
第
二
款
第
三
目
中
第
三
十
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　

（
ス
ポ
ー
ツ
局
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

　

第
三
十
条
の
五　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
ス
ポ
ー
ツ
局
ス
ポ
ー
ツ
振

興
課
の
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

一　

ス
ポ
ー
ツ
団
体
支
援
係

　
　
　

イ　

ス
ポ
ー
ツ
団
体
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編

集
及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

地
域
ス
ポ
ー
ツ
推
進
係

イ　

地
域
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

県
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三　

ア
ス
リ
ー
ト
支
援
係

イ　

ア
ス
リ
ー
ト
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
第
一
号
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ハ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
第
二
号
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
二
の
見
出
し
中
「
保
健
医
療
介
護
総
務
課
ワ
ン
ヘ
ル
ス
総
合
推
進
室
」
を
「
ワ
ン

ヘ
ル
ス
総
合
推
進
課
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
、
「

保
健
医
療
介
護
総
務
課
ワ
ン
ヘ
ル
ス
総
合
推
進
室
」
を
「
ワ
ン
ヘ
ル
ス
総
合
推
進
課
」
に
改
め
、
同

条
第
一
号
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ハ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
二
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
の
所
掌
事
務
）

　

第
三
十
一
条
の
二
の
四　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課

の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
児

童
の
保
健
、
身
体
に
障
が
い
の
あ
る
児
童
及
び
疾
病
に
よ
り
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す

る
児
童
の
療
育
指
導
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
自

立
支
援
事
業
並
び
に
小
児
慢
性
特
定
疾
病
要
支
援
者
証
明
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三　

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
の
施
行

に
関
す
る
こ
と
。

　
　

四　

臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
百
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

五　

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百

十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

六　

が
ん
対
策
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

七　

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

八　

肝
炎
対
策
基
本
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。
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九　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　

十　

が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す

る
こ
と
。

　
　

十
一　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
二　

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
対
策
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
九
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る

こ
と
。

十
三　

特
定
疾
患
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

疾
病
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　

２　

が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
難
病
等
助
成
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
（
小
児
慢
性
特
定
疾

病
医
療
費
の
支
給
及
び
小
児
慢
性
特
定
疾
病
要
支
援
者
証
明
事
業
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
、

第
三
号
、
第
八
号
（
医
療
費
支
給
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
、
第
十
一
号
（
医
療
費
支
給
及
び

指
定
難
病
要
支
援
者
証
明
事
業
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
、
第
十
三
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十

六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

３　

が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
が
ん
対
策
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
六
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ

る
事
務
と
す
る
。

　

４　

が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
疾
病
対
策
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う

ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
、
同
項
第
四
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
八
号
及
び
第
十

一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
並
び
に
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る

事
務
と
す
る
。

　

５　

が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
感
染
症
企
画
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
並

び
に
同
項
第
五
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
と

す
る
。

　

６　

が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
感
染
症
対
策
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
五
号
及
び
第
九
号
（
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
包
括
支
援
交
付
金
（
医
療
分
）
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
に

掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

四　

介
護
人
材
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
四
号
ハ
中
「
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
」
を
「
養
介
護
施
設
従
事
者
等
に

よ
る
虐
待
」
に
改
め
る
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
一
号
中
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

こ
ど
も
ま
ん
な
か
社
会
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
八
第
一
号
中
「
企
画
管
理
係
」
を
「
企
画
管
理
・
給
付
係
」
に
改
め
、
ホ
を

リ
と
し
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
同
号
に
イ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
て
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

　
　
　

イ　

児
童
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
障
害
児
入
所
給
付
費
、
障
害
児
入
所
医
療

費
及
び
措
置
費
（
障
害
児
入
所
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
障
害
児

福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
に
関
す
る
こ
と
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る

福
祉
手
当
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

　
　
　

ハ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年

法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
費
、

自
立
支
援
医
療
費
、
療
養
介
護
医
療
費
及
び
補
装
具
費
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ニ　

福
岡
県
心
身
障
が
い
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
一
号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
八
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ヌ　

重
度
障
が
い
者
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
八
第
二
号
中
「
自
立
支
援
・
給
付
係
」
を
「
自
立
支
援
係
」
に
改
め
、
ホ
を

削
り
、
ヘ
を
ホ
と
し
、
同
号
ト
中
「
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
」
を
削
り
、
同
号
ト
を

同
号
ヘ
と
し
、
同
号
中
チ
を
ト
と
し
、
リ
及
び
ヌ
を
削
る
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
十
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
ニ
を
ヘ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ハ
か
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ら
ホ
ま
で
と
し
、
同
号
に
イ
及
び
ロ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

イ　

行
旅
病
人
及
行
旅
死
亡
人
取
扱
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
九
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す

る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
十
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ト　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

チ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
十
中
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

上
げ
る
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
十
一
第
二
号
中
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
削
り
、
ニ
を
イ
と
し
、
ホ
を
ロ
と
し
、
ヘ

及
び
ト
を
削
り
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ハ　

公
正
な
採
用
選
考
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
十
一
第
三
号
イ
及
び
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

イ　

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
労
働
協
約
の
地

域
的
の
一
般
的
拘
束
力
及
び
福
岡
県
労
働
委
員
会
委
員
の
任
命
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
十
一
第
三
号
中
リ
を
ヲ
と
し
、
チ
を
ル
と
し
、
ト
を
ヌ
と
し
、
ヘ
を
削
り
、

ホ
を
リ
と
し
、
ニ
を
チ
と
し
、
ハ
を
ト
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ハ　

地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
調
停
又
は
仲
裁
の
請
求

に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ニ　

港
湾
労
働
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ホ　

労
働
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ヘ　

福
岡
県
労
働
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
十
一
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

四　

雇
用
環
境
係

　
　
　

イ　

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
さ
な
い
こ
と
。

　
　
　

ロ　

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
七
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管

理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

。

　
　
　

ニ　

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（

平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ホ　

介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

へ　

短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五

年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ト　

中
小
企
業
の
労
務
管
理
の
改
善
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
十
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
新
雇
用
開
発
課
」
を
「
就
業
支
援
課
」
に

改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

一　

障
が
い
者
支
援
係

　
　
　

イ　

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

若
者
支
援
係

　
　
　

イ　

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に

関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
就
業
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
の
施
行

に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三　

女
性
・
高
齢
者
支
援
係

　
　
　

イ　

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

労
働
者
協
同
組
合
法
（
令
和
二
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

女
性
の
就
業
支
援
に
関
す
る
こ
と
。
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第
三
十
一
条
の
九
の
二
第
一
号
中
ハ
を
削
り
、
ニ
を
ハ
と
し
、
ホ
を
ニ
と
す
る
。

　
　

第
三
十
一
条
の
十
の
二
第
一
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号

と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
中
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
」
を
「
前
項
第
一
号
か
ら
第
五

号
ま
で
」
に
、
「
前
項
第
八
号
及
び
第
九
号
」
を
「
前
項
第
七
号
及
び
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
」
を
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第

五
号
ま
で
」
に
改
め
、
「
並
び
に
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
削
る
。

　
　

第
三
十
二
条
第
一
項
第
十
六
号
中
「
大
阪
事
務
所
」
を
「
関
西
・
中
京
事
務
所
」
に
改
め
る
。

　
　

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
次
世
代
自
動
車
産
業
」
を
「
先
進
モ
ビ
リ
テ
ィ
産
業
」
に

改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
水
素
産
業
」
を
「
水
素
拠
点
化
の
推
進
並
び
に
水
素
産
業
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
企
画
係
」
を
「
自
動
車
振
興
係
」
に
改
め
る
。

　
　

第
三
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
企
業
立
地
課
の
所
掌
事
務
）

　

第
三
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
商
工
部
企
業
立
地
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

　
　

一　

農
村
地
域
へ
の
産
業
の
導
入
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号

）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

二　

企
業
誘
致
に
資
す
る
産
業
用
地
等
の
整
備
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

立
地
企
業
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
誘
致
の
総
合
企
画
、
連
絡
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

五　

海
外
企
業
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

六　

国
際
金
融
機
能
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

七　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

八　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　

２　

企
業
立
地
課
立
地
計
画
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に

掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

３　

企
業
立
地
課
立
地
支
援
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

４　

企
業
立
地
課
企
業
誘
致
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　
　

第
四
十
三
条
の
九
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
に

改
め
る
。

　
　

第
五
十
条
、
第
五
十
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
第
五
十
条
の
二
の
二
（
見
出
し
を
含
む

。
）
中
「
企
画
課
」
を
「
県
土
整
備
企
画
課
」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
三
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
河
川
整
備
課
の
所
掌
事
務
）

　

第
五
十
三
条
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
河
川
整
備
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一　

河
川
法
の
規
定
に
基
づ
く
河
川
整
備
基
本
方
針
及
び
河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

三　

河
川
の
治
水
に
関
す
る
こ
と
。

四　

河
川
事
業
の
企
画
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五　

流
域
治
水
の
調
整
等
に
関
す
る
こ
と
。

六　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

七　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　

２　

河
川
整
備
課
計
画
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
、
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ

る
事
務
と
す
る
。

　

３　

河
川
整
備
課
整
備
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に

属
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

　

４　

河
川
整
備
課
整
備
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
（
市
町
村
が
管
理
す
る
河
川
の
治

水
及
び
災
害
発
生
等
に
よ
る
緊
急
の
河
川
改
修
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　
　

第
五
十
七
条
第
一
号
チ
中
「
特
定
の
民
間
再
開
発
事
業
、
」
を
削
る
。

　
　

第
五
十
八
条
第
五
号
ト
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
」
を
「
建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　
　

第
六
十
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
へ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。
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ニ　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九

号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
六
十
条
第
二
号
ホ
中
「
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
」
を
削
り
、
「
施
行
に
関
す
る

」
の
下
に
「
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
」
を
加
え
る
。

　
　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
個
人
情
報
保
護
審
議
会
の
項
中
「
第
三
十
条
の
四
十
第

二
項
」
の
下
に
「
（
同
法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を

加
え
、
同
表
福
岡
県
公
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
の
項
中
「
政　

策　

課
」
を
「
青
少
年
政
策
課
」

に
改
め
、
同
表
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
審
査
会
の
項
中
「
被
保
険
者
証
の
交
付
の
請
求
又
は
返
還
に

関
す
る
」
を
「
同
法
第
九
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
対
す
る
」
に
改
め
、
同
表

福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
審
査
会
の
項
中
「
被
保
険
者
証
の
交
付
の
請
求
又
は
返
還
に
関
す
る
」
を

「
同
法
第
五
十
四
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
対
す
る
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県

子
ど
も
・
子
育
て
会
議
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
岡
県
こ
ど
も

審
議
会

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務

　

一　

こ
ど
も
基
本
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
こ
ど

も
計
画
に
関
す
る
事
項
及
び
こ
ど
も
施
策
に
関
す
る
重
要
事
項

に
つ
い
て
調
査
審
議
し
、
並
び
に
同
法
第
十
三
条
第
三
項
に
規

定
す
る
協
議
会
と
し
て
、
こ
ど
も
施
策
に
係
る
事
務
の
実
施
に

係
る
協
議
及
び
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
。

　

二　

地
方
青
少
年
問
題
協
議
会
法
第
一
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県

青
少
年
問
題
協
議
会
と
し
て
、
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
青

少
年
の
指
導
、
育
成
、
保
護
及
び
矯
正
に
関
す
る
総
合
的
施
策

に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
し
、
当
該
施
策
の
実

施
に
係
る
連
絡
調
整
を
行
い
、
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
し
知
事
及

び
関
係
行
政
機
関
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

　

三　

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
自
立
促
進
計
画
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す

る
こ
と
。

　

四　

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

都
道
府
県
行
動
計
画
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
し
、

及
び
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
次
世
代
育
成
支
援

対
策
地
域
協
議
会
と
し
て
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
の
推
進
に

関
し
必
要
と
な
る
べ
き
措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
。

　

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提

供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
審
議
会
そ

の
他
の
合
議
制
の
機
関
と
し
て
、
同
法
第
十
七
条
第
三
項
、
第

二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

福
祉
労
働
部

こ
ど
も
未
来

課

　

六　

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第

七
十
一
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
子
ど
も
・

若
者
計
画
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

　

七　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
七
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
と
し
て
、
同
項
各
号
に
掲
げ

る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
。

　

八　

子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
の
計
画
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

　
　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
生
涯
学
習
審
議
会
の
項
及
び
福
岡
県
い
じ
め
に
よ
る
重

大
事
態
再
調
査
委
員
会
の
項
中
「
政　

策　

課
」
を
「
青
少
年
政
策
課
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
青

少
年
問
題
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　
　

第
七
十
二
条
の
表
福
岡
県
博
多
県
税
事
務
所
の
項
中
「
事
業
税
第
二
係
」
を
「
事
業
税
第
二
係

事
業
税
第
三
係
」

に
改
め
、
「
収
税
第
三
係
」
を
削
り
、
同
表
福
岡
県
東
福
岡
県
税
事
務
所
の
項
中

　

「
収
税
第
二
課

　

収
税
第
一
係

　

収
税
第
二
係
」
を
削
り
、
「
収
税
第
三
課
」
を
「
収
税
第
二
課
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
西

福
岡
県
税
事
務
所
の
項
中

「　

事
業
税
第
一
係

　

事
業
税
第
二
係

課
税
第
二
課

　

不
動
産
取
得
税
第
一
係

　

不
動
産
取
得
税
第
二
係
」

を
「　

不
動
産
取
得
税
第
一
係

　

不
動
産
取
得
税
第
二
係

課
税
第
二
課

　

事
業
税
第
一
係

　

事
業
税
第
二
係

」
に
、

　

「
収
税
第
二
課

　

収
税
第
一
係

　

収
税
第
二
係

収
税
第
三
課

」
を
「　

収
税
第
三
係

収
税
第
二
課

」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
筑
紫
県
税
事
務
所
の
項
中
「

総
務
事
業
税
係
」
を
「
総
務
係

事
業
税
係
」
に
、
「
収
税
第
一
係

収
税
第
二
係
」
を
「
収
税
係
」
に
改
め
、
同
表
福
岡

県
北
九
州
東
県
税
事
務
所
の
項
及
び
福
岡
県
北
九
州
西
県
税
事
務
所
の
項
中
「
収
税
第
三
係
」
を
削
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り
、
同
表
福
岡
県
田
川
県
税
事
務
所
の
項
中
「
総
務
課

収
税
課
」
を
削
り
、
同
表
福
岡
県
飯
塚
・
直
方
県

税
事
務
所
の
項
中
「
収
税
第
一
係

収
税
第
二
係
」
を
「
収
税
係
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
大
牟
田
県
税
事
務
所

の
項
、
福
岡
県
筑
後
県
税
事
務
所
の
項
及
び
福
岡
県
行
橋
県
税
事
務
所
の
項
中
「
総
務
課

収
税
課
」
を
削

る
。

　
　

第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
県
税
事
務
所
に
所
長
を
、
」
を
削
り
、
「
副
所
長
」
を
「
所
長
及
び
副

所
長
」
に
、
「
県
税
事
務
所
の
」
を
「
各
所
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項

」
に
改
め
、
「
の
各
課
」
を
削
り
、
「
認
め
る
」
の
下
に
「
県
税
事
務
所
又
は
県
税
事
務
所
の
」
を

加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

２　

福
岡
県
田
川
県
税
事
務
所
、
福
岡
県
大
牟
田
県
税
事
務
所
、
福
岡
県
筑
後
県
税
事
務
所
及
び
福

岡
県
行
橋
県
税
事
務
所
に
所
長
及
び
次
長
を
置
く
。

　
　

第
七
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑴
中
「
犯
則
取
締
り
」
を
「
犯
則
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
」
に
、

「
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
」
を
「
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

。

　
　
　

ロ　

事
業
税
第
二
係

　
　
　
　

⑴　

イ
⑵
に
規
定
す
る
事
務

　
　
　
　

⑵　

県
税
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
法
人
県
民
税
及
び
法
人
事
業
税
（
分
割
支
店
法
人
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
の
賦
課
及
び
犯
則
取
締
り
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す

る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
七
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ハ　

事
業
税
第
三
係

　
　
　
　

⑴　

県
税
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
個
人
事
業
税
の
賦
課
及
び
犯
則
取
締
り
に
関
す
る
こ
と

（
事
業
税
第
一
係
及
び
事
業
税
第
二
係
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　
　
　
　

⑵　

県
税
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
法
人
県
民
税
及
び
法
人
事
業
税
（
分
割
支
店
法
人
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
の
賦
課
及
び
犯
則
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
（
事
業
税
第
二
係
に
お
い

て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　
　

第
七
十
四
条
第
一
項
第
四
号
イ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

⑴　

県
税
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
滞
納
整
理
の
企
画
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
七
十
四
条
第
一
項
第
四
号
イ
⑶
中
「
特
殊
滞
納
整
理
」
を
「
県
税
事
務
所
特
殊
滞
納
整
理
」
に

改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
事
務
（
特
殊
滞
納
整
理
」
を
「
こ
と
（
県
税
事
務
所
特
殊
滞
納
整
理
」
に
、

「
収
税
第
二
課
自
動
車
税
係
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区

域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
」
を
「
収
税
第
一
係
及
び
収
税
第
二
課
自
動
車
税
係
に
お
い
て
所
掌

す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
を
同
号
ロ
⑶
と
し
、
同
号
ロ
⑴
中
「
特
殊
滞
納
整
理

」
を
「
県
税
事
務
所
特
殊
滞
納
整
理
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
を
同
号
ロ
⑵
と
し
、
同
号
ロ
に
⑴
と
し

て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
　

⑴　

県
税
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
県
税
事
務
所
特
殊
滞
納
整
理
に
関
す
る
こ
と
（
収
税
第

一
係
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　
　

第
七
十
四
条
第
一
項
第
四
号
ハ
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
⑵
を
削
り
、
⑶
を
⑵
と
し
、
同
条
第

二
項
第
一
号
ロ
⑴
中
「
県
民
税
配
当
割
」
を
「
県
民
税
利
子
割
、
県
民
税
配
当
割
」
に
改
め
、
同
号

ロ
⑵
中
「
の
賦
課
」
を
「
（
分
割
支
店
法
人
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
賦
課
」
に
改
め
、
「
（
分

割
支
店
法
人
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
イ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

⑴　

前
項
第
四
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
七
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
⑵
中
「
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
も
の
に
関
す
る
」
を
削

り
、
同
号
イ
⑶
中
「
（
証
紙
徴
収
の
方
法
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
徴
収

す
る
自
動
車
税
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
特
殊
滞
納
整
理
」
を
「
県
税
事
務
所
特
殊

滞
納
整
理
」
に
、
「
収
税
第
三
課
」
を
「
収
税
第
二
課
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑷
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　
　
　
　

⑷　

前
項
第
四
号
イ
⑷
及
び
⑸
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
七
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
⑸
を
削
り
、
同
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

ロ　

収
税
第
二
係

　
　
　
　

⑴　

前
項
第
四
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る
事
務

　
　
　
　

⑵　

県
税
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
徴
収
及
び
滞
納
処
分
に
関
す
る
こ
と
（
県
税
事
務
所
特

殊
滞
納
整
理
に
関
す
る
も
の
及
び
滞
納
処
分
後
の
も
の
並
び
に
収
税
第
一
係
、
収
税
第
二

課
自
動
車
税
第
一
係
及
び
同
課
自
動
車
税
第
二
係
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
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。

　
　

第
七
十
四
条
第
二
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
収
税
第
三
課
」
を
「
収
税
第
二
課
」
に

改
め
、
同
号
イ
中
⑶
を
削
り
、
⑷
を
⑶
と
し
、
同
号
ロ
⑵
中
「
に
関
す
る
こ
と
（
自
動
車
税
第
一
係

に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
「
（
自
動
車
税
第
一
係
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

⑴　

前
項
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
七
十
四
条
第
二
項
第
五
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

一　

課
税
第
一
課

　
　
　

イ　

総
務
係

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

　
　
　

ロ　

不
動
産
取
得
税
第
一
係

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

　
　
　

ハ　

不
動
産
取
得
税
第
二
係

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

二　

課
税
第
二
課

　
　
　

イ　

事
業
税
第
一
係

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

　
　
　

ロ　

事
業
税
第
二
係

　
　
　
　

⑴　

県
税
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
個
人
事
業
税
の
賦
課
及
び
犯
則
取
締
り
に
関
す
る
こ
と

（
事
業
税
第
一
係
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　
　
　
　

⑵　

県
税
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
法
人
県
民
税
及
び
法
人
事
業
税
（
分
割
支
店
法
人
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
の
賦
課
及
び
犯
則
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
（
事
業
税
第
一
係
に
お
い

て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　
　
　
　

⑶　

県
税
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
個
人
県
民
税
の
賦
課
及
び
犯
則
取
締
り
に
関
す
る
こ
と

。

　
　

三　

収
税
第
一
課

　
　
　

イ　

収
税
第
一
係

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
四
号
イ
⑴
、
⑷
及
び
⑸
並
び
に
前
項
第
三
号
イ
⑵
及
び
⑶
に
規
定
す
る
事
務

　
　
　

ロ　

収
税
第
二
係

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
四
号
ロ
⑵
及
び
前
項
第
三
号
イ
⑶
に
規
定
す
る
事
務

　
　
　

ハ　

収
税
第
三
係

　
　
　
　

⑴　

県
税
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
徴
収
及
び
滞
納
処
分
に
関
す
る
こ
と
（
県
税
事
務
所
特

殊
滞
納
整
理
に
関
す
る
も
の
及
び
滞
納
処
分
後
の
も
の
並
び
に
収
税
第
一
係
、
収
税
第
二

係
、
収
税
第
二
課
自
動
車
税
第
一
係
及
び
同
課
自
動
車
税
第
二
係
に
お
い
て
所
掌
す
る
も

の
を
除
く
。
）
。

　
　

第
七
十
四
条
第
三
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
収
税
第
三
課
」
を
「
収
税
第
二
課
」
に

改
め
、
同
号
イ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

⑴　

前
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
⑵
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
七
十
四
条
第
三
項
第
五
号
イ
中
⑵
及
び
⑶
を
削
り
、
⑷
を
⑵
と
し
、
同
号
ロ
⑴
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

　
　
　
　

⑴　

前
項
第
四
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
七
十
四
条
第
三
項
第
五
号
ロ
⑵
中
「
滞
納
処
分
に
関
す
る
こ
と
」
を
「
滞
納
処
分
」
に
、
「
除

く
。
）
」
を
「
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
七
十
四
条
第
三
項
第
五
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
条
第
四
項
第
一
号
イ
中
「
総
務
事
業
税
係

」
を
「
総
務
係
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑵
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

　
　
　

ロ　

事
業
税
係

　
　
　
　

⑴　

第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
七
十
四
条
第
四
項
第
二
号
イ
中
「
収
税
第
一
係
」
を
「
収
税
係
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
四
号
イ
⑴
、
⑷
及
び
⑸
並
び
に
第
二
項
第
三
号
イ
⑵
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
七
十
四
条
第
四
項
第
二
号
イ
⑵
を
削
り
、
同
号
イ
⑶
中
「
事
務
（
特
殊
滞
納
整
理
」
を
「
こ
と

（
県
税
事
務
所
特
殊
滞
納
整
理
」
に
改
め
、
「
滞
納
処
分
後
の
も
の
並
び
に
」
及
び
「
で
あ
つ
て
所

長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。
」
を
削
り
、
同
号
イ
⑶
を
同
号
イ
⑵
と
し
、
同

号
イ
⑷
及
び
⑸
を
削
り
、
同
号
ロ
を
削
り
、
同
項
第
三
号
イ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
事
務
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第
七
十
四
条
第
四
項
第
三
号
イ
⑵
及
び
⑶
を
削
り
、
同
号
ロ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
七
十
四
条
第
五
項
第
三
号
イ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
⑶
か
ら
⑸
ま
で
並
び
に
第
二
項
第
三
号
イ
⑵
に
規
定
す
る
事

務

　
　

第
七
十
四
条
第
五
項
第
三
号
イ
⑵
か
ら
⑸
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
三
号
ロ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
四
号
ロ
⑵
及
び
⑶
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
七
十
四
条
第
五
項
第
三
号
ロ
⑵
を
削
り
、
同
号
ハ
を
削
り
、
同
項
第
四
号
イ
⑴
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
五
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
七
十
四
条
第
五
項
第
四
号
イ
中
⑵
を
削
り
、
⑶
を
⑵
と
し
、
同
号
ロ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

。

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
七
十
四
条
第
六
項
第
三
号
イ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

⑴　

前
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
七
十
四
条
第
六
項
第
三
号
イ
⑵
か
ら
⑸
ま
で
を
削
り
、
同
号
ロ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

⑴　

前
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
七
十
四
条
第
六
項
第
三
号
ロ
⑵
を
削
り
、
同
号
ハ
を
削
り
、
同
項
第
四
号
イ
⑴
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
七
十
四
条
第
六
項
第
四
号
イ
⑵
及
び
⑶
を
削
り
、
同
号
ロ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
七
十
四
条
第
七
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

７　

福
岡
県
田
川
県
税
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

一　

第
一
項
第
一
号
イ
、
同
項
第
四
号
イ
⑴
、
⑷
及
び
⑸
並
び
に
第
二
項
第
三
号
イ
⑵
に
規
定
す

る
事
務

　
　

二　

県
税
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
申
告
書
及
び
申
請
書
の
受
付
に
関
す
る
こ
と
（
個
人
事
業
税

、
法
人
県
民
税
、
法
人
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
、
狩
猟
税
、
産
業
廃
棄
物
税
及

び
宿
泊
税
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
。

　
　

三　

県
税
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
収
納
及
び
督
促
状
兼
引
受
書
の
発
付
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

四　

県
税
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
徴
収
及
び
滞
納
処
分
（
県
税
事
務
所
特
殊
滞
納
整
理
に
関
す

る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
七
十
四
条
第
八
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

三　

収
税
第
一
課

　
　
　

イ　

収
税
係

　
　
　
　

⑴　

第
四
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
七
十
四
条
第
八
項
第
四
号
イ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

⑴　

第
五
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
七
十
四
条
第
八
項
第
四
号
イ
⑵
及
び
⑶
を
削
り
、
同
号
ロ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
七
十
四
条
第
九
項
第
二
号
ロ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
一
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
七
十
四
条
第
九
項
第
二
号
ハ
⑴
中
「
犯
則
取
締
り
」
を
「
犯
則
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
」
に
、

「
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
」
を
「
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

　
　

三　

収
税
第
一
課

　
　
　

イ　

収
税
第
一
係

　
　
　
　

⑴　

第
二
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

　
　
　

ロ　

収
税
第
二
係

　
　
　
　

⑴　

第
二
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

四　

収
税
第
二
課

　
　
　

イ　

自
動
車
税
第
一
係

　
　
　
　

⑴　

第
二
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

　
　
　

ロ　

自
動
車
税
第
二
係

　
　
　
　

⑴　

第
二
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

　
　
　

ハ　

収
納
係

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務
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第
七
十
四
条
第
十
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

10　

福
岡
県
大
牟
田
県
税
事
務
所
、
福
岡
県
筑
後
県
税
事
務
所
及
び
福
岡
県
行
橋
県
税
事
務
所
の
所

掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

一　

第
七
項
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
七
十
四
条
第
十
一
項
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
岡
県
博
多

県
税
事
務
所

第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、

福
岡
県
東
福
岡
県
税
事
務
所
、
福
岡

県
西
福
岡
県
税
事
務
所
、
福
岡
県
筑

紫
県
税
事
務
所
、
福
岡
県
北
九
州
東

県
税
事
務
所
、
福
岡
県
北
九
州
西
県

税
事
務
所
、
福
岡
県
田
川
県
税
事
務

所
、
福
岡
県
飯
塚
・
直
方
県
税
事
務

所
、
福
岡
県
久
留
米
県
税
事
務
所
、

福
岡
県
大
牟
田
県
税
事
務
所
、
福
岡

県
筑
後
県
税
事
務
所
及
び
福
岡
県
行

橋
県
税
事
務
所
の
管
轄
区
域

第
七
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
務
で

あ
つ
て
分
割
支
店
法
人
に
係
る
も
の
並
び
に
同
項

第
三
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
県
た
ば
こ
税

、
産
業
廃
棄
物
税
及
び
宿
泊
税
に
係
る
も
の
に
関

す
る
こ
と
。

第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、

福
岡
県
東
福
岡
県
税
事
務
所
、
福
岡

県
西
福
岡
県
税
事
務
所
及
び
福
岡
県

筑
紫
県
税
事
務
所
の
管
轄
区
域

第
七
十
四
条
第
一
項
第
三
号
イ
⑶
及
び
ロ
⑶
に
規

定
す
る
事
務
並
び
に
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
ロ

に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
及

び
軽
油
引
取
税
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

福
岡
県
東
福

岡
県
税
事
務

所

第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、

福
岡
県
博
多
県
税
事
務
所
及
び
福
岡

県
西
福
岡
県
税
事
務
所
の
管
轄
区
域

（
政
令
市
の
区
域
を
除
く
。
）

個
人
県
民
税
（
県
民
税
利
子
割
、
県
民
税
配
当
割

及
び
県
民
税
株
式
等
譲
渡
所
得
割
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
徴
収
及
び
滞

納
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

福
岡
県
西
福

岡
県
税
事
務

所

第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、

福
岡
県
博
多
県
税
事
務
所
、
福
岡
県

東
福
岡
県
税
事
務
所
、
福
岡
県
筑
紫

県
税
事
務
所
、
福
岡
県
北
九
州
東
県

税
事
務
所
、
福
岡
県
北
九
州
西
県
税

事
務
所
、
福
岡
県
田
川
県
税
事
務
所

、
福
岡
県
飯
塚
・
直
方
県
税
事
務
所

、
福
岡
県
久
留
米
県
税
事
務
所
、
福

岡
県
大
牟
田
県
税
事
務
所
、
福
岡
県

筑
後
県
税
事
務
所
及
び
福
岡
県
行
橋

県
税
事
務
所
の
管
轄
区
域

第
七
十
四
条
第
三
項
第
二
号
ロ
⑶
、
第
三
号
及
び

第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
個
人
県
民

税
（
県
民
税
利
子
割
、
県
民
税
配
当
割
及
び
県
民

税
株
式
等
譲
渡
所
得
割
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の

に
関
す
る
こ
と
。

福
岡
県
北
九

州
東
県
税
事

務
所

第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、

福
岡
県
行
橋
県
税
事
務
所
の
管
轄
区

域

第
七
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ロ
、
第
二
号
及
び
第

四
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
事
務

七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
福

岡
県
北
九
州
西
県
税
事
務
所
及
び
福

岡
県
行
橋
県
税
事
務
所
の
管
轄
区
域

（
政
令
市
の
区
域
を
除
く
。
）

個
人
県
民
税
（
県
民
税
利
子
割
、
県
民
税
配
当
割

及
び
県
民
税
株
式
等
譲
渡
所
得
割
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
徴
収
及
び
滞

納
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

福
岡
県
北
九

州
西
県
税
事

務
所

第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、

福
岡
県
北
九
州
東
県
税
事
務
所
及
び

福
岡
県
行
橋
県
税
事
務
所
の
管
轄
区

域

第
七
十
四
条
第
六
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
事
務

並
び
に
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る

事
務
で
あ
つ
て
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
及
び
軽
油
引
取

税
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

福
岡
県
飯
塚

・
直
方
県
税

事
務
所

第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、

福
岡
県
田
川
県
税
事
務
所
の
管
轄
区

域

第
七
十
四
条
第
八
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
に
規

定
す
る
事
務
、
同
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

（
自
動
車
税
の
賦
課
及
び
犯
則
取
締
り
に
関
す
る

こ
と
に
限
る
。
）
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
ロ

に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
及

び
軽
油
引
取
税
に
係
る
も
の
並
び
に
個
人
県
民
税

（
県
民
税
利
子
割
、
県
民
税
配
当
割
及
び
県
民
税

株
式
等
譲
渡
所
得
割
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に

関
す
る
事
務
の
う
ち
徴
収
及
び
滞
納
処
分
に
関
す

る
こ
と
。

福
岡
県
久
留

米
県
税
事
務

所

第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、

福
岡
県
大
牟
田
県
税
事
務
所
及
び
福

岡
県
筑
後
県
税
事
務
所
の
管
轄
区
域

第
七
十
四
条
第
九
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
に
規

定
す
る
事
務
、
同
項
第
四
号
イ
及
び
ロ
に
規
定
す

る
事
務
（
自
動
車
税
の
賦
課
及
び
犯
則
取
締
り
に

関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
、
同
項
第
三
号
及
び
第

四
号
ハ
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
ゴ
ル
フ
場
利

用
税
及
び
軽
油
引
取
税
に
係
る
も
の
並
び
に
個
人

県
民
税
（
県
民
税
利
子
割
、
県
民
税
配
当
割
及
び

県
民
税
株
式
等
譲
渡
所
得
割
に
係
る
も
の
を
除
く

。
）
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
徴
収
及
び
滞
納
処
分

に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
七
十
四
条
第
十
二
項
を
同
条
第
十
一
項
と
す
る
。

　
　

「
第
二
款　

女
性
相
談
所
」
を
「
第
二
款　

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

　
　

第
八
十
六
条
の
五
中
「
女
性
相
談
所
の
」
を
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
」
に
改
め
、
同
条
の

表
中
「
福
岡
県
女
性
相
談
所
」
を
「
福
岡
県
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
相
談
課
」
を
「
相

談
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　

第
八
十
六
条
の
六
中
「
女
性
相
談
所
」
を
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
同
所
」
を
「
同

セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

　
　

第
八
十
六
条
の
七
中
「
女
性
相
談
所
」
を
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号

中
「
相
談
課
」
を
「
相
談
支
援
課
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
要
保
護
女
子
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱

え
る
女
性
」
に
改
め
、
「
相
談
」
の
下
に
「
及
び
援
助
（
保
護
課
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加

え
、
同
号
ロ
中
「
除
く
。
）
」
を
「
除
く
。
）
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　
　
　

イ　

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
一
時
保
護
、
医
学
的
及
び
心
理
学
的
判
定
並
び
に
こ
れ
ら

に
付
随
す
る
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。



令和６年３月29日　金曜日33 増刊②第483号
　
　

「
第
三
款　

婦
人
保
護
施
設
」
を
「
第
三
款　

女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。

　
　

第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
中
「
売
春
防
止
法
第
三
十
六
条
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ

の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
女
性
自
立
支
援
施
設
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
改
め
る

。

　
　

第
八
十
七
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
田
川
保
健
福
祉
事
務
所
の
項
中

　

「
保
護
第
二
課

　
　
　

保
護
第
一
係　

を
「
保
護
第
二
課
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
南
筑
後
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の

　
　
　

保
護
第
二
係
」

　

項
中
「
、
ル
」
を
削
る
。

　
　

第
八
十
八
条
第
六
項
中
「
ほ
か
、
」
の
下
に
「
福
岡
県
田
川
保
健
福
祉
事
務
所
及
び
」
を
加
え
る

。

　
　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
中
ハ
を
削
り
、
ニ
を
ハ
と
し
、
ホ
か
ら
リ
ま
で
を
ニ
か
ら
チ
ま
で
と

し
、
同
号
ヌ
中
「
実
地
指
導
」
を
「
運
営
指
導
」
に
改
め
、
同
号
ヌ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
中
ル
を

ヌ
と
し
、
ヲ
を
ル
と
し
、
ワ
を
ヲ
と
し
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ワ　

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
八
十
九
条
第
二
項
第
八
号
ハ
中
「
実
地
指
導
」
を
「
運
営
指
導
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
第
六

号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

イ　

第
二
項
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関

す
る
こ
と
。

　
　

第
八
十
九
条
第
六
項
第
六
号
ロ
を
削
る
。

　
　

第
九
十
九
条
の
表
福
岡
県
福
岡
児
童
相
談
所
の
項
中

　

「
里
親
・
施
設
係
」
を
「
里
親
係　

に
改
め
、
同
表
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

施
設
係
」

「
福
岡
県
久
留

米
児
童
相
談

所

里
親
・
施
設
課

　

庶
務
係

　

里
親
・
施
設
係

相
談
第
一
課

　

初
動
対
応
係

　

相
談
支
援
係

相
談
第
二
課

　

初
動
対
応
係

　

相
談
支
援
係

保
護
課

を

福
岡
県
田
川

児
童
相
談
所

」

「
福
岡
県
久
留

米
児
童
相
談

所

里
親
・
施
設
課

　

庶
務
係

　

里
親
係

　

施
設
係

相
談
第
一
課

　

初
動
対
応
係

　

相
談
支
援
係

相
談
第
二
課

　

初
動
対
応
係

　

相
談
支
援
係

保
護
課

」
に
改
め
る
。

福
岡
県
田
川

児
童
相
談
所

里
親
・
施
設
課

　

庶
務
係

　

里
親
・
施
設
係

相
談
第
一
課

　

初
動
対
応
係

　

相
談
支
援
第
一
係

　

相
談
支
援
第
二
係

相
談
第
二
課

　

初
動
対
応
係

　

相
談
支
援
係

保
護
課

　
　

第
百
条
中
「
及
び
福
岡
県
田
川
児
童
相
談
所
」
を
「
、
福
岡
県
田
川
児
童
相
談
所
及
び
福
岡
県
宗

像
児
童
相
談
所
」
に
改
め
る
。

　
　

第
百
一
条
第
一
項
第
一
号
ロ
中
「
里
親
・
施
設
係
」
を
「
里
親
係
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
「
里

親
」
を
「
里
親
等
委
託
児
童
及
び
里
親
等
支
援
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑶
を
削
り
、
同
号
ロ
⑷
中
「
児

童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
児
童
福
祉
法
」
に
、
「
親
子
の
き
ず
な
再
生
事
業
に
関
す

る
」
を
「
親
子
再
統
合
支
援
事
業
に
係
る
も
の
で
他
係
に
属
し
な
い
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑷
を
同
号

ロ
⑶
と
し
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ハ　

施
設
係
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⑴　

施
設
等
入
所
児
童
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑵　

児
童
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
親
子
再
統
合
支
援
事
業
に
係
る
も
の
で

施
設
等
入
所
児
童
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
百
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
に
関
す
る
事
務
」
を
「
の
施
行
に
関
す
る
事
務
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
、
福
岡
県
田
川
児
童
相
談
所
及
び
福
岡
県
宗
像
児
童
相
談
所
」
を
削
り
、
同
項
第

一
号
イ
⑵
を
削
り
、
同
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

ロ　

里
親
係

　
　
　
　

⑴　

前
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
百
一
条
第
二
項
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ハ　

施
設
係

　
　
　
　

⑴　

前
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
百
一
条
第
四
項
第
一
号
イ
中
「
第
一
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ

を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
第
一
号
イ
中
「
第
一
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
一

項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

　

５　

福
岡
県
宗
像
児
童
相
談
所
の
各
課
及
び
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

一　

里
親
・
施
設
課

　
　
　

イ　

庶
務
係

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

　
　
　

ロ　

里
親
・
施
設
係

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

二　

相
談
第
一
課

　
　
　

イ　

初
動
対
応
係

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

　
　
　

ロ　

相
談
支
援
係

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

　
　
　
　

⑵　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関

す
る
こ
と
。

　
　

三　

相
談
第
二
課

　
　
　

イ　

初
動
対
応
係

　
　
　
　

⑴　

前
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

　
　
　

ロ　

相
談
支
援
係

　
　
　
　

⑴　

前
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

四　

保
護
課

　
　
　

イ　

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
百
一
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

３　

福
岡
県
田
川
児
童
相
談
所
の
各
課
及
び
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

一　

里
親
・
施
設
課

　
　
　

イ　

庶
務
係

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

　
　
　

ロ　

里
親
・
施
設
係

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

二　

相
談
第
一
課

　
　
　

イ　

初
動
対
応
係

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

　
　
　

ロ　

相
談
支
援
第
一
係

　
　
　
　

⑴　

第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

　
　
　
　

⑵　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関

す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

相
談
支
援
第
二
係

　
　
　
　

⑴　

ロ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

三　

相
談
第
二
課

　
　
　

イ　

初
動
対
応
係

　
　
　
　

⑴　

前
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

　
　
　

ロ　

相
談
支
援
係

　
　
　
　

⑴　

前
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

四　

保
護
課

　
　
　

イ　

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
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第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
小
倉
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
左
官
科
」
を
「
エ
ク
ス
テ
リ
ア
左

官
科
」
に
改
め
る
。

　
　

第
百
十
三
条
第
六
項
第
二
号
イ
中
「
左
官
科
」
を
「
エ
ク
ス
テ
リ
ア
左
官
科
」
に
改
め
る
。

　
　

「
第
三
款　

大
阪
事
務
所
」
を
「
第
三
款　

関
西
・
中
京
事
務
所
」
に
改
め
る
。

　
　

第
百
四
十
四
条
か
ら
第
百
四
十
六
条
ま
で
の
規
定
中
「
大
阪
事
務
所
」
を
「
関
西
・
中
京
事
務
所

」
に
改
め
る
。

　
　

第
百
六
十
四
条
第
四
項
第
一
号
ホ
⑵
イ
中
「
、
農
村
総
合
整
備
事
業
」
を
削
る
。

　
　

第
百
六
十
七
条
第
一
項
第
四
号
イ
中
「
稲
及
び
麦
類
の
育
種
及
び
品
種
」
を
「
普
通
作
物
の
育
種

、
品
種
及
び
栽
培
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
配
布
」
の
下
に
「
並
び
に
原
種
の
増

殖
及
び
配
布
」
を
加
え
、
同
号
ハ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
中
ニ
を
ハ
と
し
、
ホ
か
ら
チ
ま
で
を
ニ
か

ら
ト
ま
で
と
し
、
同
条
第
二
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
削
り
、
第

四
号
を
第
二
号
と
し
、
第
五
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　
　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中

　

「
用
地
係
」
を
「
用
地
係

　
　
　
　
　
　
　
　

災
害
用
地
係
」
に
改
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
災
害
事
業
セ
ン
タ
ー

　

「
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
対
策
室　
　
　
　

災
害
事
業
第
一
課

　
　

災
害
事
業
室　
　
　
　
　
　
　
　
　

浸
水
対
策
第
一
係

　
　
　

災
害
事
業
第
一
係　
　

を　
　
　

浸
水
対
策
第
二
係　

に
、
「
新
合
川
一
丁
目
七
番
二
七
号
」

　
　
　

災
害
事
業
第
二
係　

」　
　
　

災
害
事
業
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

災
害
河
川
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

災
害
砂
防
係　
　

」

　

を
「
合
川
町
一
六
四
二
番
地
の
一
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害

用
地
係
」
、
「
河
川
第
一
係　

及
び
「
砂
防
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　

河
川
第
二
係
」　
　
　

砂
防
第
二
係
」
を
削
る
。

　
　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
ほ
か
、
」
の
下
に
「
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
及
び
」
を

加
え
、
「
、
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
対
策
室
、
災
害
事
業
室
」
を
削
る

。

　
　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
七
号
カ
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法

律
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
、
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
対
策
室
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

七　

災
害
事
業
セ
ン
タ
ー

　
　
　

イ　

災
害
事
業
第
一
課

　
　
　
　

⑴　

筑
後
川
水
系
流
域
の
浸
水
対
策
に
関
す
る
事
業
の
う
ち
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ロ　

災
害
事
業
第
二
課

　
　
　
　

⑴　

令
和
五
年
七
月
豪
雨
災
害
関
係
事
業
に
関
す
る
こ
と
（
道
路
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

　
　

第
二
百
三
十
三
条
第
三
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し

、
同
条
第
六
項
第
五
号
イ
⑴
中
「
平
成
二
十
九
年
七
月
豪
雨
」
を
「
令
和
五
年
七
月
豪
雨
」
に
改
め

、
同
号
ロ
中
「
事
業
」
の
下
に
「
及
び
令
和
五
年
七
月
豪
雨
災
害
関
係
事
業
」
を
加
え
る
。

　
　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
女
性
相
談
所
」
を
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「

大
阪
事
務
所
」
を
「
関
西
・
中
京
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
二
条　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
の
二
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
の
所
掌
事
務
）

　

第
三
十
一
条
の
二
の
四　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課

の
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

一　

難
病
等
助
成
係

　
　
　

イ　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
及
び
小
児
慢
性
特
定
疾
病
要
支
援
者
証
明
事
業
に
関
す

る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

肝
炎
対
策
基
本
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
医
療
費
支
給
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
支
給
及
び
指
定
難
病
要
支
援
者
証
明
事
業
に
関
す
る
こ

と
。
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ホ　

特
定
疾
患
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ヘ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

が
ん
対
策
係

　
　
　

イ　

が
ん
対
策
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　
　

三　

疾
病
対
策
係

　
　
　

イ　

児
童
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
児
童
の
保
健
並
び
に
身
体
に
障
が
い
の
あ

る
児
童
及
び
疾
病
に
よ
り
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す
る
児
童
の
療
育
指
導
並
び
に
同

法
第
十
九
条
の
二
十
二
の
規
定
に
基
づ
く
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
自
立
支
援
事
業
に
関

す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
百
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ニ　

肝
炎
対
策
基
本
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
医
療
費
支
給
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

　
　
　

ホ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
医
療
費
支
給
及

び
指
定
難
病
要
支
援
者
証
明
事
業
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

　
　
　

ヘ　

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
対
策
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
九
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る

こ
と
。

　
　
　

ト　

疾
病
対
策
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　

四　

感
染
症
企
画
係

　
　
　

イ　

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第

百
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
企
画
、
調
査
及
び
調
整
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

五　

感
染
症
対
策
係

　
　
　

イ　

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事

務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ロ　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び

他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

第
三
条　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
個
人
情
報
保
護
審
議
会
の
項
中
「
第
三
十
条
の
四
十
四

の
十
二
」
を
「
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十
三
」
に
改
め
る
。

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

一　

第
一
条
中
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事

務
所
の
項
の
改
正
規
定
（
「
新
合
川
一
丁
目
七
番
二
七
号
」
を
「
合
川
町
一
六
四
二
番
地
の
一
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）　

令
和
六
年
五
月
七
日

　

二　

第
二
条
の
規
定　

令
和
六
年
七
月
一
日

　

三　

第
一
条
中
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
国
民
健
康
保
健
審

査
会
の
項
及
び
福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
審
査
会
の
項
の
改
正
規
定　

令
和
六
年
十
二
月
二
日

　

四　

第
一
条
中
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
個
人
情
報
保
護
審

議
会
の
項
の
改
正
規
定　

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性

の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
）
附

則
第
一
条
第
十
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日

　

五　

第
三
条
の
規
定　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
附
則
第
一
条
本
文
に
規

定
す
る
政
令
で
定
め
る
日

　

（
福
岡
県
建
設
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

２　

福
岡
県
建
設
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
九
条
中
「
企
画
課
長
」
を
「
県
土
整
備
企
画
課
長
」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
い
じ
め
に
よ
る
重
大
事
態
再
調
査
委
員
会
規
則
の
一
部
改
正
）
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３　

福
岡
県
い
じ
め
に
よ
る
重
大
事
態
再
調
査
委
員
会
規
則
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
九
条
中
「
政
策
課
」
を
「
青
少
年
政
策
課
」
に
改
め
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
六
号

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
十
九
条
の
五
の
見
出
し
を
「
（
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
委
任
事
項
）
」
に
改
め
、
同
条
中

「
福
岡
県
女
性
相
談
所
長
」
を
「
福
岡
県
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
」
に
改
め
、
第
一
号
を
削
り

、
同
条
第
二
号
イ
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
女
性

自
立
支
援
施
設
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
。
以
下

こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　
　

イ　

法
第
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
に
関
す
る
各
般

の
問
題
に
つ
い
て
相
談
に
応
ず
る
こ
と
又
は
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
女
性
相
談
支
援

員
若
し
く
は
相
談
を
行
う
機
関
を
紹
介
す
る
こ
と
。

　
　

ロ　

法
第
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
緊
急
時
に
お

け
る
安
全
の
確
保
及
び
一
時
保
護
を
行
う
こ
と
。

　
　

ハ　

法
第
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
学
的
又
は
心
理
学
的
な
援
助
そ
の
他
の
必

要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。

　
　

ニ　

法
第
九
条
第
三
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
就
労
の
支
援
、
住
宅
の
確
保
、
援
護
、
児
童

の
保
育
等
に
関
す
る
制
度
の
利
用
等
に
つ
い
て
、
情
報
の
提
供
、
助
言
、
関
係
機
関
と
の
連
絡

調
整
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

　
　

ホ　

法
第
九
条
第
三
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
居
住
し
て
保

護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
、
情
報
の
提
供
、
助
言
、
関
係
機
関
と
の

連
絡
調
整
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

　
　

へ　

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
関
係
機
関
へ
の
移
送
又
は
保
護
の
委
託
に
関
す
る
事
務
を
行

う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
三
項
第
四
号
中
「
特
定
感
染
症
医
療
機
関
」
を
「
特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
」
に
、

「
第
一
種
感
染
症
医
療
機
関
」
を
「
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
」
に
、
「
感
染
症
指
定
医
療
機
関

）
」
を
「
特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
第
二
種
感
染
症
指
定
医
療

機
関
又
は
第
一
種
協
定
指
定
医
療
機
関
）
」
に
改
め
、
同
号
ヰ
及
び
ノ
中
「
第
四
十
四
条
の
三
の
二
第

六
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
の
五
第
六
項
及
び
法
第
五
十
条
の
六
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
ユ
中
「

第
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
九
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ミ
中
「
第
七
項
又
は
第
九
項
」
を
「
第

九
項
又
は
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
三
号
中
ヤ
を
マ
と
し
、
ヰ
か
ら
ク
ま
で
を
ノ
か
ら
ヤ

ま
で
と
し
、
ウ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ヰ　

法
第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法
人
が
開
設
す
る
病
院
又
は
診
療
所

ご
と
の
経
営
情
報
等
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
四
号
中
「
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に

関
す
る
事
務
を
含
む
。
）
。
」
を
削
り
、
同
号
イ
、
ロ
及
び
ハ
中
「
実
地
指
導
」
を
「
運
営
指
導
」
に

改
め
、
同
号
中
へ
か
ら
チ
ま
で
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
実
地
指
導
」
を
「
運
営
指
導
」
に
改
め
、
同
号

リ
を
同
号
へ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
ト
と
し
、
ル
を
チ
と
し
、
同
号
ヲ
中
「
実
地
指
導
」
を
「
一
般
検
査

」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
同
号
リ
と
し
、
同
条
第
九
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第

三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
イ
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
指
導
」

を
「
援
助
」
に
、
「
婦
人
相
談
員
」
を
「
女
性
相
談
支
援
員
」
に
、
「
市
」
を
「
市
町
村
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四　

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　
　

イ　

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
発
見
、
相
談
、
援
助
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
事
務
を
行
う

こ
と
（
女
性
相
談
支
援
員
を
配
置
し
て
い
る
市
町
村
の
区
域
を
除
く
。
）
。

　

第
二
十
条
第
十
六
項
第
一
号
ク
か
ら
ケ
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
二
号
カ
を
削
り
、
同
項
第
四
号
ヲ
を

削
る
。
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第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
三
十
三
条
第
七
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
九
項
」
に
、
「
医

療
保
護
の
入
院
」
を
「
医
療
保
護
入
院
若
し
く
は
そ
の
入
院
期
間
の
更
新
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第

三
十
三
条
の
七
第
五
項
」
を
「
第
三
十
三
条
の
六
第
五
項
」
に
、
「
措
置
」
を
「
入
院
措
置
」
に
改
め

、
同
号
ハ
中
「
及
び
第
二
項
」
及
び
「
又
は
医
療
保
護
入
院
者
」
を
削
り
、
同
号
ニ
中
「
定
期
の
報
告

等
に
よ
る
」
を
「
入
院
措
置
時
及
び
定
期
の
入
院
の
必
要
性
に
関
す
る
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
四
条
中
「
第
一
号
ム
、
ウ
及
び
キ
」
を
「
第
一
号
ウ
、
ヰ
及
び
キ
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号

ヌ
か
ら
ヲ
ま
で
の
規
定
中
「
が
適
当
」
を
「
又
は
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
の
実
施
が
適
当
」

に
改
め
、
同
号
カ
中
「
指
定
医
療
機
関
」
を
「
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
」
に
改
め
、
同
号
ヰ
中
「
又

は
児
童
福
祉
施
設
」
を
「
、
児
童
福
祉
施
設
」
に
、
「
の
在
所
年
齢
」
を
「
又
は
委
託
に
よ
り
指
定
発

達
支
援
医
療
機
関
に
入
院
し
た
児
童
の
在
所
年
齢
」
に
改
め
、
同
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
フ
か
ら
ニ
ま
で

を
コ
か
ら
ホ
ま
で
と
し
、
同
号
ケ
中
「
満
二
十
歳
未
満
義
務
教
育
終
了
児
童
等
」
を
「
児
童
自
立
生
活

援
助
対
象
者
」
に
改
め
、
同
号
ケ
を
同
号
フ
と
し
、
同
号
中
マ
を
ケ
と
し
、
オ
か
ら
ヤ
ま
で
を
ク
か
ら

マ
ま
で
と
し
、
ノ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

オ　

法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
児
入
所
施
設
に
在
所
し

て
い
る
者
又
は
委
託
に
よ
り
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
に
入
院
し
て
い
る
者
の
在
所
年
齢
を
延

長
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
七
十
条
第
二
項
中
「
企
画
課
」
を
「
県
土
整
備
企
画
課
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
八
号
中
「
建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
改
め
、
同
号
ト
中
「
第
二
十
条
第
二
項
」
を
「
第
四
項
並
び
に
第
二
十

条
第
二
項
」
に
、
「
計
画
」
を
「
計
画
等
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
及
び
第
七
項
」
を
「
、
第
五
項
及

び
第
八
項
」
に
、
「
計
画
」
を
「
計
画
等
」
に
改
め
、
同
号
ヨ
中
「
第
三
条
第
八
項
」
を
「
第
三
条
第

九
項
」
に
改
め
、
同
号
タ
中
「
第
三
条
第
九
項
」
を
「
第
三
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同
号
レ
中
「
建
築

物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
五
条
第
一
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

一　

福
岡
県
立
ス
ポ
ー
ツ
科
学
情
報
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
に
関
す
る
事
務

　
　
　

こ
の
号
中
福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
一
号

）
を
「
条
例
」
と
い
う
。

イ　

条
例
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
料
の
還
付
を
行
う
こ
と
。

ロ　

条
例
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
料
の
減
免
を
行
う
こ
と
。

　

第
七
十
六
条
の
三
を
削
り
、
第
七
十
六
条
の
四
を
第
七
十
六
条
の
三
と
す
る
。

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

'

'

'

'




